
資本への投資 負債への投資

議決権を得られる
（業務執行者を選任し得る）

投資先の倒産の際、
資本より弁済順位が高い。

株式上場の際、
キャピタルゲインを得られる。

市場環境や投資先の都合等により万
が一株式が上場しないという事態に
なっても、弁済期日に弁済を受けられ
る。
（つまり、通常は、投資の回収それ自
体は可能。）

投資先の倒産の際、
資本より弁済順位が低い。

株式上場の際、
キャピタルゲインを得られない。

市場環境や投資先の都合等により万
が一株式が上場しないという事態に
なった場合、投資を回収できなくなる
恐れがある。
（つまり、たとえ投資先は倒産しないと
しても、投資の回収それ自体が不可
能になる。）

議決権を得られない
（業務執行者を選任できない）

ベンチャーキャピタル
にとってのメリット

ベンチャーキャピタル
にとってのディメリット

負債への投資の場合は、「株式が上場しない」というリスクがない。


